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大和市スポーツ施設等の指定管理者選定委員会 

 

 

 

 

 



 大和市スポーツ施設等の指定管理者候補の選定にあたり、大和市スポーツ施設等の指定管理者選

定委員会（以下「選定委員会」という）は、申込団体から提出された申込書類の審査及び公開の審

査会を実施しました。 

このたび、選定委員会による審査を終了し、次のとおり指定管理者候補を決定しましたので報告

します。 

 

１． 施設の概要 

   名    称    所  在  地    敷 地 面 積 

大和市営大和スポーツセンター 大和市上草柳１－１－１ ４５，７１５．００㎡ 

大和市営草柳庭球場 大和市下草柳１１５７ ３，６１５．００㎡ 

大和市営桜森スポーツ広場 大和市桜森１－９７－１ ６，５４４．００㎡ 

大和市営下福田野球場 大和市福田８９ １２，０３７．４０㎡ 

大和市営下福田スポーツ広場 大和市福田３１０ １３，６４８．５０㎡ 

 

２． 募集概要 

① 募集期間  令和７年８月２２日（金）～令和７年９月２４日（水） 

② 申込者 

・公益財団法人 大和市スポーツ・よか・みどり財団 

（大和市深見西１－３－１７  理事長 金子 勝） 

 

３． 選定の方法 

選定委員会委員５名（委員の構成は、知識経験を有する者１名、公募市民２名、市職員２名）

では、申込書類及び申込団体による公開の審査会での事業計画説明を基に審査を行い選定しま

した。選定委員会では、「大和市スポーツ施設等の指定管理者の候補者審査要領」（別紙１）に

基づき、公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団が指定管理者の候補者として最適か

否かの審査を実施し、指定管理者の候補者を決定しました。 

 

４． 審査の基準 

「大和市スポーツ施設等指定管理者候補者審査に係る評価表」（別紙２）による評価を行いまし

た。 

 

５．審査の結果 

  令和７年１０月１０日（金）に選定委員会において、「大和市スポーツ施設等の指定管理者の候

補者審査要領」に基づく厳正な審査を行った結果、次のとおり指定管理者の候補者を決定しまし

た。 

■候補者の決定 

   団体名：公益財団法人 大和市スポーツ・よか・みどり財団 

   代表者：理事長 金子 勝 

   所在地：大和市深見西一丁目３番１７号 



応募団体の評価の詳細は、「大和市スポーツ施設等指定管理者候補者審査に係る評価集計」 

（別紙３）を参照してください。 

 

６．指定管理提案額 

  令和８年度～令和１２年度  年間 ２６５，６９６千円 

  

７．指定期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                        



 
大和市スポーツ施設等の指定管理者の候補者審査要領 

 

大和市スポーツ施設等の指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」という。）における、

指定管理者候補者の選定のための審査方法、審査基準等について必要な事項を定めるものと

する。 

 

１．審査方法 

申込団体のうち、一次審査に合格した団体について、選定委員会による二次審査を実施し、

指定管理者候補者の選定を行う。 

 

２．一次審査 

（１）審査形式 

    書類審査 

（２）審査内容 

   ①申込要項で示す応募資格を次の書類により審査する。 

     ア．定款（寄附行為等を含む） 

     イ．登記簿謄本 

     ウ．事業計画書・収支予算書 

     エ．事業報告書・収支決算書 

     オ．活動実績 

     カ．財産目録 

   ②管理内容を次の書類により審査する。 

     ア．管理業務に関する企画提案書 

     イ．管理業務に関する収支予算書 

 （３）失格事項 

    次のときには失格とする。 

    ①申込要項で示す応募資格を満たさない場合。 

    ②仕様書等で示す要求水準を満たしていないことが明らかな場合。 

    ③指定管理料が市の指定する上限額を上回っている場合。 

 

３．二次審査 

 （１）審査形式 

     面接審査（プレゼンテーション形式） 

 （２）審査内容 

    ①評価項目 

     「大和市スポーツ施設等指定管理者候補者審査に係る評価表（別表１）」で定

める項目により評価する。 

    ②配点 

     別表１で定める配点とし、１００点（２項目×５点、３０項目×３点）を満点

とする。 

別紙１



 
 

    ③標準点 

     ６６点（２項目×３点、３０項目×２点） 

 （３）審査方法 

    ①評価点 

      各委員の採点した結果を合計した点を評価点とする。 

    ②失格基準点 

      標準点に評価者の人数を乗じたものを失格基準点とし、その点数以上の評価

点を得た申込団体を指定管理者の候補者として審査する。ただし、標準点以上

の評価を行った評価者の人数が、過半数に満たない申込団体は、選定対象から

除外する。 

    ③候補者の選定 

      評価点を基に、指定管理者の候補者としての順位及び指定管理者の候補者と

して最も適当な団体の選考について審査する。申込団体が１団体の場合も同様

とする。 

      なお、申込団体が（３）②で定める失格基準点未満の場合は、指定管理者の

候補者としての適否について審査する。 

     

 

   附 則 

   この要領は、令和７年８月１日から施行する。 

別紙１



別紙２ 
別表１ 

 

大和市スポーツ施設等指定管理者候補者審査に係る評価表 

 

選定基準 

検   証   基   準  

 

委員の評価

（配点） 
項    目 視   点 求 め る 水 準 

１ 施設の利用者の

平等利用の確保及び

サービスの向上が図

れるものであること 

           

（２６点） 

(１)  

 

利用条件の考え

方 

 

公の施設を管理運営し

ていくことの認識 

・不当、差別的な利用拒否をしない。 

・予約、抽選、料金徴収が公平に行われる。 

 

 

（３点） 

(２) 利用の不承認・承

認の取消の考え

方 

利用不承認・承認の取消

に対する認識 

・主観による差別的対応がない。 

・根拠を明確にし、適切な説明ができ、厳然たる態度が保てる。 

 

 

 

（３点） 

(３) 苦情処理体制 問題点の正確な把握及

び適切な対応 

・的確な事情聴取及び問題解決能力がある。 

・相手の立場に立った対応が徹底している。 

 

（３点） 

(４) 管理運営の企画

内容 

施設の現況を踏まえた

管理運営の考え方 

・現在の状況を上回る企画内容が提案されている。 

・施設の利用方法などに対する新しい提案がある。 

 

 

（５点） 

(５) 自主事業の企画

内容 

管理運営業務を通じて

活用できる自主事業の

企画 

・管理とスポーツ振興策が両立できる提案がある。 

・独創的な企画が提供できる。 

 

 

（３点） 

(６) 

 

自己評価（セルフ

モニタリング） 

適正な水準のサービス

の継続提供の確保 

・協定に従った適正、確実なサービスが提供されている。 

・適正なモニタリングが実施されている。 

 

 

（３点） 

(７) 利用者の要望・意

見への対応策 

要望や意見に耳を傾け、

改善する姿勢 

・現状を分析し、要望・意見に適切に対処する能力がある。 

・アイデアを取り入れる裁量や柔軟性がある。 

 

 

（３点） 

(８) 地域との連携対

応 

市域全体の状況把握及

び日頃からの連絡調整 

・地域や団体から信頼される努力を行っている。 

・地域住民や団体と協力して事業を実施している。 

 

 

（３点） 

２ 施設の効用を最

大限に発揮するも

のであること 

            

（９点） 

(１) 各施設の特色を生か

した事業計画（各施

設ごとに） 

各施設の特徴の把握及

び合理的運営 

・各施設の現況を正確に把握した事業計画となっている。 

・事業計画の内容が、具体的であり、創意工夫が見られる。 

 

 

（３点） 

(２) 施設間の連携 各種目の理解及び施設

間における相互活用 

・施設の相互活用を臨機応変に実施できる。 

・施設機能を把握し、相互連携を考慮している。 

 

 

（３点） 

(３) 

 

有料公園施設と

の連携 

市全域におけるスポー

ツ振興に対する視点 

・スポーツ全般に精通した知識を有している。 

・施設の機能を熟知した活用方法が検討されている。 

 

 

（３点） 

３ 施設の適切な維

持及び管理並びに

管理に係わる経費

の削減及び効率的

な経営が図れるも

のであること 

           

（２６点） 

(１) 関連法令等の遵

守 

関連する法令等の的確

な把握 

・スポーツ基本法、大和市スポーツ施設設置条例、大和市スポーツ

施設設置条例施行規則、地方自治法等が遵守されている。 

 

 

（３点） 

(２) 緊急時の対策 

 

スポーツ事故に対する

迅速な対応 

・応急処置による初期対応体制が確立されている。 

・医療機関や消防署等との連携体制がとれている。 

 

（３点） 

(３) 

 

防犯防災対策 

 

スポーツ活動に専念で

きる環境整備及び防災

意識 

・警察署等との連絡体制が整備されている。 

・広域避難所として利用者の防災意識向上に努めている。 

 

 

（３点） 

(４) 事故防止対策 

 

施設機能の維持及び修

繕箇所の発見 

・事故を未然に防ぐための定期点検が充実している。 

・大規模修繕に至る前の早期修繕が配慮できている。 

 

（３点） 

(５) 施設の保全に関

する取組み 

施設の現況を踏まえた

施設保全の考え方 

・施設ごとの保全計画が確立されている。 

・軽微な補修に対する対策が考慮されている。 

 

 

（３点） 



 

(６) 管理に係わる経

費の縮減 

経済情勢の認識及び経

費縮減に向けた考え方 

・最少経費・最大効果の明確な方針がある。 

・指定管理料上限額に対し、縮減が可能である。 

※縮減割合に応じて、次のとおり採点する。 

２０％以上      ・・・５点 

１５％以上２０％未満 ・・・４点 

１０％以上１５％未満 ・・・３点 

５％以上１０％未満 ・・・２点 

 ５％未満      ・・・１点 

 

 

 

 

 

 

 

（５点） 

(７) 指定管理料提案

額 

指定管理業務に関する

経費の算出根拠 

・算出根拠が明確である。 

・必要な項目がすべて計上されている。 

 

 

（３点） 

(８) 効率的な経営 業務の効率化に向けた

考え方 

・組織としての効率化に向けた方針がある。 

・業務を効率化するための工夫がある。 

 

 

（３点） 

４ 施設の管理を安

定して行うための

人員・資産その他

の経営の規模及び

能力を有している

ものであること 

           

（２４点） 

(１) 事業者理念・経営

方針 

事業実績に裏打ちされ

た堅実な理念・方針 

・スポーツ振興施策に対する明確な方針がある。 

・理念や方針に基づく具体的事業が展開されている。 

 

 

（３点） 

(２) 経営状況及び組

織規模 

健全な経営体質 ・経営が安定し、新規事業実施に意欲的である。 

・新規採用者、障がい者の雇用に積極的である。 

 

（３点） 

(３) ＩＳＯ（品質・環

境）等取得状況 

品質管理及び環境配慮 ・環境マネジメントシステムが確立している。 

・品質管理マネジメントシステムが確立している。 

 

（３点） 

(４) 職 員 の 選 考 方

法・選考基準 

人員採用における選考

方法・選考基準の考え方 

・施設の管理を適切に行える人材の確保ができる。 

 

 

 

（３点） 

(５) 現指定管理者に

雇用されている

職員の継続雇用

に対する配慮 

市民サービスの低下防

止のための対策 

・現在雇用されている職員に対する雇用の配慮がある。 

・市民サービスの低下防止に対する配慮がある。 

 

 

（３点） 

(６) 職員の配置・確保 利用者サービスを向上

させる職員の配置・確保 

・熱意ある職員を確保する姿勢がある。 

・有資格者の専門性が発揮できる配置である。 

 

 

（３点） 

(７) 職員の教育・研修 職員の資質向上及び人

材育成のための対策 

・職員の研修体制が確立されている。 

・他機関との人事交流が計画されている。 

 

 

（３点） 

(８) 関 連 施 設 の 受

注・経営実績 

関連施設の受注及び経

営実績 

・関連施設等の受注及び管理実績が豊富であり、応用力がある。  

（３点） 

５ 個人情報の保護

及び情報公開に対

する措置が図れる

ものであること 

           

（１２点） 

(１) 個人情報の保護

措置 

 

個人情報の保護に関す

る法律の趣旨を踏まえ

た対策 

・個人情報保護に関する規程が整備されている。 

・職員の個人情報保護意識向上に努めている。 

 

 

（３点） 

(２) 個人情報の開示

請求への対応措

置 

個人の権利・利益を保護

する姿勢 

・個人の権利利益を保護する姿勢が明確である。 

・開示・不開示に対する統一認識が徹底されている。 

 

（３点） 

(３) 情報公開請求へ

の対応措置 

市情報公開条例の趣旨

を踏まえた対策 

・市民の知る権利及び説明責任の明確な方針を理解している。 

・ホームページ等を活用し積極的に情報を公開している。 

 

 

（３点） 

(４) 文書の分類・作

成・保存及び廃棄

に関する基準 

必要な情報を提供でき

る文書管理 

・文書管理に関する規程が整備されている。 

・文書保存・廃棄が適切に行われている。 

 

 

（３点） 

６ 特記事項 

            

（３点） 

(１) 全体を通したス

ポーツ振興推進

に対する姿勢 

独創性、具体的提案、熱

意、意欲 

・現状を見直し、独創的で具体的な提案がある。 

・大和市のスポーツ振興を推進していく熱意、意欲がある。 

 

 

（３点） 

 

                        総合評価点数       ／１００点 



別紙３

大和市スポーツ施設等指定管理者候補者審査に係る評価集計

A B C D E

(1) 3 3 3 3 3 3

(2) 3 3 3 3 3 3

(3) 苦情処理体制 3 3 3 3 2 2

(4) 5 3 4 4 2 2

(5) 3 2 3 2 1 2

(6) 3 2 2 3 2 3

(7) 3 3 2 2 2 2

(8) 3 3 3 3 3 3

(1) 3 3 2 3 2 2

(2) 3 3 2 3 3 1

(3) 3 3 2 3 3 2

(1) 3 3 3 3 3 3

(2) 3 3 3 3 3 3

(3) 3 2 3 3 3 3

(4) 3 3 2 3 2 3

(5) 3 3 2 2 2 3

(6) 5 1 1 1 1 1

(7) 3 3 3 2 3 3

(8) 3 2 3 3 2 1

(1) 事業者理念・経営方針 3 2 3 3 3 3

(2) 経営状況及び組織規模 3 3 2 3 2 1

(3) 3 3 2 3 3 3

(4) 職員の選考方法・選考基準 3 3 2 3 2 2

(5) 3 3 3 3 2 3

(6) 職員の配置・確保 3 2 3 3 2 2

(7) 職員の教育・研修 3 2 3 3 3 2

(8) 関連施設の受注・経営実績 3 3 3 3 3 2

(1) 3 3 2 3 3 3

(2) 3 3 2 3 3 3

(3) 3 3 2 2 3 3

(4) 3 3 2 3 3 3

6 (1) 3 3 1 3 2 2

100 87 79 90 79 77

500

66
※　66点×5人＝330点に満たないものは失格
※　66点以上の評価を行った選定委員が、過半数（3名）を超えないものは失格

選定基準 審査項目 配点
（財）スポーツ・よか・みどり財団

1

施設の利用者の平等
利用の確保及びサー
ビスの向上が図れる
ものであること

利用条件の考え方

利用の不承認・承認の取消の考え方

管理運営の企画内容

自主事業の企画内容

自己評価（セルフモニタリング）

利用者の要望・意見への対応策

地域との連携対応

2
施設の効用を最大限
に発揮するものであ

ること

各施設の特色を生かした事業計画（各施設ごと
に）

施設間の連携

有料公園施設との連携

3

施設の適切な維持及
び管理並びに管理に
係わる経費の削減及
び効率的な経営が図
れるものであること

関連法令等の遵守

緊急時の対策

防犯防災対策

事故防止対策

施設の保全に関する取組み

管理に係わる経費の縮減

指定管理料提案額

効率的な経営

412

順　　位 1

4

施設の管理を安定し
て行うための人員・
資産その他の経営の
規模及び能力を有し
ているものであるこ

と

ＩＳＯ（品質・環境）等取得状況

現指定管理者に雇用されている職員の継続雇用に
対する配慮

5

個人情報の保護及び
情報公開に対する措
置が図れるものであ

ること

個人情報の保護措置

個人情報の開示請求への対応措置

情報公開請求への対応措置

文書の分類・作成・保存及び廃棄に関する基準

標準点

特記事項（３点） 全体を通したスポーツ振興推進に対する姿勢

個人別得点

全体得点


